
○
財
務
省
告
示
第
三
百
五
十
二
号 

 
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
保
税
地
域
と
し
て

次
の
場
所
を
指
定
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日 

財
務
大
臣 

野
田 

佳
彦 

川
内
港
指
定
保
税
地
域 

 

一 

土
地 

鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
港
町
字
唐
山
六
一
一
〇
番
一
八
三
に
あ
る
北
緯
三
一
度
五
一
分
二
五
秒
、
東
経
一
三

〇
度
一
一
分
四
二
秒
の
地
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
一
一
○
度
○
九
分
四
九
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
七

八
・
五
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
ア
と
し
、
同
地
点
か
ら
起
点
と
ア
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
二
六
九
度
三
六
分

一
四
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
一
八
・
八
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
イ
と
し
、
同
地
点
か
ら
ア
と
イ
を
結
ぶ
線

に
右
回
り
に
八
七
度
二
五
分
三
一
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
〇
・
八
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
ウ
と
し
、
同
地

点
か
ら
イ
と
ウ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
二
七
二
度
五
七
分
二
六
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
八
八
・
三
〇
二
メ
ー



ト
ル
の
地
点
を
エ
と
し
、
同
地
点
か
ら
ウ
と
エ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
一
二
七
度
五
九
分
三
八
秒
の
角
度
で
引

い
た
線
上
六
・
一
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
オ
と
し
、
同
地
点
か
ら
エ
と
オ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
一
四
一
度

三
二
分
四
五
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
三
・
九
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
カ
と
し
、
同
地
点
か
ら
オ
と
カ
を
結

ぶ
線
に
右
回
り
に
二
七
〇
度
三
六
分
一
八
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
一
九
・
七
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
キ
と

し
、
同
地
点
か
ら
カ
と
キ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
八
九
度
四
八
分
四
八
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
一
三
三
・
〇

五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
ク
と
し
、
同
地
点
か
ら
キ
と
ク
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
二
一
二
度
四
一
分
一
〇
秒
の

角
度
で
引
い
た
線
上
九
・
二
一
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
ケ
と
し
、
同
地
点
か
ら
ク
と
ケ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に

二
三
七
度
一
三
分
四
〇
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
一
五
・
九
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
コ
と
し
、
同
地
点
か
ら

ケ
と
コ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
九
〇
度
〇
五
分
五
二
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
五
四
・
八
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地

点
を
サ
と
し
、
同
地
点
か
ら
コ
と
サ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
二
七
一
度
〇
〇
分
五
四
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上

四
九
・
二
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
シ
と
し
、
同
地
点
か
ら
サ
と
シ
を
結
ぶ
線
に
右
回
り
に
二
六
九
度
〇
一
分

四
二
秒
の
角
度
で
引
い
た
線
上
二
八
三
・
〇
四
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
ス
と
し
、
こ
れ
ら
の
地
点
と
起
点
と
を

順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
土
地
二
九
、
二
三
八
・
七
四
平
方
メ
ー
ト
ル 



 

二 

建
設
物
そ
の
他
の
施
設 

 

名 

称 

川
内
港
京
泊
上
屋 

 
所
在
地 

鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
港
町
字
唐
山
六
一
一
〇
番
一
七
六 

 

構 
造 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
家
建 

 

面 

積 
一
、
八
四
八
・
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル 


